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② 方法Ⅱ：腐食最大位置の判定 

計測されたデータの相対評価で腐食の可能性及び最大箇所を評価する。図１４．５

に示す電圧変化グラフを作成し、同一ケーブル内の相対的な変化で最大位置を確認す

る。最大位置の確認の際には、電圧変化グラフのＸ軸およびＹ軸のデータからそれぞ

れ最大位置を確認し、両軸での最大位置を照合する。なお、素線以外の磁性体の存在

がある場合はデータが変化する可能性があるため、それらのデータを除外すること。 

 

 

 

 

図-1４.５ 電圧変化グラフ 

 

 

全磁束法は、ＱＡに移動する。 

相対的な変化の有無を確認 

ケーブルバ

ンド部のデ

ータ削除 

腐食最大箇所 

腐食最大箇所 
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２） 開封調査 

(1)使用器具および材料 

① 開封用機材：素線を傷つけないような機材とする。 

② 楔：木製のものとする。 

③ 復旧材料：磁性体でなく、耐久性・水密性に優れた材料とする。  

 

(2)調査方法 

開封調査は開封範囲を 1.5ｍ程度とする。開封する際には両端にケーブル止めを設置

し、ケーブルカバーが損傷しないよう留意すること。 

開封した箇所を写真撮影するとともに、腐食の状態（表層、内部）・腐食範囲・断面欠

損の有無（孔食含む）を詳細に目視で確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１４．２ 開封調査状況 

 

 

2) 評価方法 

ケーブルの素線は腐食により孔食による断面欠損が生じると著しく耐力が低下すると

ともに、特に疲労や延性に影響が生じる。したがって、腐食の評価は、断面欠損のあ

る素線の本数の全体との比率で評価を行う。 

表１４．２ ケーブル調査評価基準 

損傷区分 評価基準 

A ・変状なし 

B ・点錆がある 

C ・表面錆のある素線が全体の 30%未満 

D ・表面錆のある素線が全体の 30％以上 

E ・破断している素線がある 

・断面欠損量が素線断面積の 5％以上 

 



 69

１４．２．３ 復旧方法 

磁性体でなく、耐久性・水密性に優れた材料とする。 

参考に防食テープによる復旧方法を示す。 

 

酸化重合硬化型防食テープによる防食テープ巻きとその上から FRP 補強を行う。 

既存 FRP カバーとの取合い部はＦＲＰカバーにラップし、雨水等の浸入防止を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防食テープ巻き 

下塗り材塗布 

テープ撫で付け 

素地調整 

ケーブル開封点検 ポリエステル樹脂塗布 

（下塗り） 

上塗り材塗布 

（採色） 

ガラスクロステープ 

貼付け（巻付け） 

ポリエステル樹脂塗布 

（中塗り） 

ポリエステル樹脂 

追加塗布、乾燥 

図１４．６ ケーブル復旧フロー 
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写真１４．３ ケーブル復旧状況 
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１４．３．２ 調査方法および評価方法 

 ケーブル張力調査の方法と評価方法を以下に示す。 

１）使用器具および材料 

① 加速度計：対象橋梁のケーブル規模により、求める振動を調査できるもの。 

② 記録装置：記録装置は、探傷器から得られたデジタル出力を記録するもので、

目的に適した方式、性能を持つものとする。 

③ 発電機：調査に必要な電力が得られる性能を持つものとする。 

 

２）測定方法 

 ケーブル張力測定方法は、低次（1、2 次）固有振動数を用いる方法と、高次振動

法によるケーブル張力測定法があり、いずれの方法を用いても良いものとする。 

測定ケーブルに加速度計センサーを取り付け、人力による強制加振もしくは風・大

型車両などによる常時微動により直接ケーブルの振動特性（低次、又は高次固有振動

数）を計測する。この固有振動数とケーブルの張力との関係は、ケーブルの曲げ振動

の振動方程式から導いた振動法の実用式による方法と、複数の高次の固有振動数とモ

ード次数お関係式から直接、張力と曲げ剛性を同時に求める方法がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定ケーブルにセンサーを固定 

ケーブルを加振 

測 定 
（低次・高次モード） 

データ解析（振動数） 

張力算定 

ケーブルの低次又は、高次の固有振動数を対象 

加速度計

人力荷振

ケーブル

主 塔

手 の 届 く 範 囲

で設置 
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３）評価方法（低次の固有振動法） 

求められた振動波形から固有値解析を行い、1次または2次モードの振動周波数

（Hz）を算定する。算定された振動周波数を以下の式に代入し張力を求める。 
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   上式（1）は、ξの値により使用する式が異なるため、推定張力からξを算出して

各ケーブルに適合する式を確定する。 
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求められた張力と建設当初または初回計測張力と比較を行い、変動がないかを確認

する。このとき、変動量が大きい場合には変動要因について特定し、必要に応じ対策

するのが望ましい。以下に変動の大きい場合の判定例を示すが、現地状況に応じて適

宜検討を行い判定するのが望ましい。 

 

4）評価方法（高次の固有振動法） 

高次振動法によるケーブル張力測定方法は、特許があるため、以下の問い合わせ先に

て確認すること。 

 

 

 

T： 張力(kN) 

A： 係数(N/s2) 

ｗ： 単位重量(0.0125 kN／m) 

ℓ： ケーブル長さ(m) 

g： 重力加速度 

E： ヤング率(N/m2) 

I： 断面二次モーメント(m4) 

F2：ケーブルの逆対称１次固有振動数(2次) 
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表１４．３ ケーブル張力調査評価基準 

 

損傷区分 評価基準 

A ・変化なし 

B — 

C — 

D — 

E 設計値と比較の場合     ：±15％以上の変動 

建設時導入値と比較の場合  ：±10％以上の変動 

初期計測値と比較の場合   ：± 5％以上の変動 
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１５ 洗掘状況調査 

 

１５．１ 調査概要 

本調査では、橋脚の洗掘被害が懸念される橋梁の洗掘状況を調査する。調査のフロー

を図-1５.1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1５.1 洗掘深さ調査のフロー 
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１５．２ 潜水士による洗掘状況調査 

1）調査方法 

潜水士により目視調査を行う（図-1５.2）。水深が浅く、船舶が航行できない場合には、

陸上からアクセスする（図-1５.3）。 

 

 

      図-1５.2 潜水士による目視調査（船舶使用） 

 

 

        図-1５.3 潜水士による目視調査（陸上アクセス）  
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2）留意点 

目視調査は、前述の調査範囲の全周について行い、洗掘損傷の有無・箇所・形状寸法

が把握できるように目視調査および写真撮影を行う。また、以下の事項に留意する。 

 橋梁軸線がずれていないか 

 橋台・橋脚躯体の傾斜、沈下、ひびわれ等の変状がないか 

 橋台、橋脚周辺の河床低下はないか 

 フーチング上面又は下面が露出していないか 

 洗掘深さは進行していないか 

 対策工に変状はないか 等 

 

 

 

１５．３ 損傷区分 

潜水士による目視調査に基づき、洗掘について損傷区分（表-1５.１）を評価する。 

 

 

表-1５.１ 洗掘の損傷区分 

 

損傷区分 評 価 基 準 

Ａ 洗掘はない 

Ｂ — 

Ｃ 洗掘している 

Ｄ フーチング上面が確認できるほどの洗掘 

Ｅ フーチング下面が確認できるほどの洗掘 
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１５．４ 洗掘深さ測定箇所 

国土交通省では、スタッフによる洗掘深さ計測を標準として、詳細な調査が必要な場合

に潜水士により目視調査を行っている。 

大阪市においては、前述のように調査橋梁が 11 橋と限定されているため、精度が良い潜

水士により目視調査およびスタッフを用いた洗掘状況調査とする。 

潜水士による調査では、橋脚の周囲の河床を全て目視し、洗掘深さをスタッフにより計

測し、図化する。 

 

 

流向 ：洗掘深さ測定箇所

＜平面図＞ 

：洗掘範囲 

下部工周りの約 10 箇所(青丸)について、洗掘深さ

調査を実施する。 

 

※下部工付近の水深値 

（根入れは計測時の河床高から算出する） 

   ：計測値 

   ：根入れ（計測時の河床高から算出する） 

※計測時の水深値（m) 

 なお、計測時の水面深さは橋脚梁下端から例）6.0 m 下がり 

＜正面図＞ 
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三国橋での試行調査例を以下に示す。 

 

 

１５．５ 必要機材 

洗掘状況調査は、水中という特殊条件下での調査である。調査の品質を確保するために

必要な機材を表-1５.2 に示す。 

 

 

表-1５.2 洗掘状況調査で必要な機材 

 

  

機材 概 要 

潜水用機材 ボンベ、ダイビングスーツ、フィン等 

水中用有線

電話 
潜水士と作業船上の主任技術者等との連絡に必要 

作業船 
立会者、主任技術者、潜水士 3 名など 10 名程度の乗員、機材を置ける

広さが必要 

水中カメラ 

河川が濁っている場合には部材に非常に近接して撮影する必要があるた

め、ある程度の範囲が撮影できるように超広角レンズ、ライトを装着し

た水中カメラが必要 

スタッフ 洗掘深さ計測に必要 
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１６ 金属製高欄の超音波調査 

１６．１ 調査概要 

本調査は、埋込型アルミニウム製高欄を対象に、高欄及び路面境界部や目視不可能な

地覆内埋設部の腐食・劣化状況及び位置を調査する非破壊調査の一種で、掘削による調

査前のスクリーニングの目的で実施するものである。 

調査原理は超音波発信子を対象部位に密着させ、超音波を発信し、受信機に戻る時間

と超音波強度を測定し、対象の形状を観測し傷や腐食の有無及び位置を推測する。 

調査には垂直波（P 波）と表面波（SH 波）を利用する。 

損傷位置＜観測点からの距離 L(m)＞については、物質を伝わる超音波速度 V(m/sec)

が物質の弾性係数と密度で決定されるため、発信から損傷部にて反射し受信するまでの

往復時間 T（sec）を測定することで 

L(m)＝V(m/sec)×T(sec)÷2  

より求められる。下図に調査原理イメージと SH 波のイメージを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 16.1 調査原理イメージ       図 16.2 SH 波のイメージ 

観測点から損傷位置までの距離 L(m)を基に、例として地表よりの距離に換算すること

で損傷位置が算出される。 

健全部の肉厚は垂直波（P 波）の往復時間 T（sec）で求められ、減肉率などは反射し

た波形の強さと波形と測定器にて用意された評価曲線等を利用して決定される。 

なお、超音波発信子の表面波分散角が比較的狭いため、測定対象により複数箇所の測

定が必要となる。 

また、ガードレールや標識等の他金属製支柱にも適用可能である。 
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 調査フローの例を以下に挙げる。 

Ｙｅｓ

　Ｎｏ

Ｙｅｓ

　Ｎｏ

Ｙｅｓ

　Ｎｏ

ＳＴＡＲＴ

調査計画の作成

調査箇所・調査方法の選定

目視調査(打音調査)の実施

腐食等を確認

超音波調査の実施

腐食等のデータを確認

調査箇所目視調査の実施

腐食等を確認

健全 軽微な腐食 腐食等を確認

掘削調査等を計画

 

 

 

※目視調査の結果にかかわらず監督職員の指示により 
超音波調査を実施する場合がある。
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１６．２ 試験方法および評価方法 

 調査方法は調査対象の金属高欄に対し調査位置を決定し、超音波センサーを取り付け、

超音波の反射時間及び波形を観測し、記録する。調査対象高欄は目視により損傷や状態な

ども観察し、観測結果と共に腐食・亀裂状況や位置、減肉率などを決定する。なお、打音

調査も併用する場合がある。 

 

 評価方法としては表 16.1 を基に健全部の肉厚、損傷位置や腐食の程度などを目視観察結

果と共に観測箇所毎にまとめる。 

表１6．1 超音波調査評価基準 

損傷区分 評価基準 

A ・変状なし 

B — 

C ・微細な腐食が認められる 

D — 

E ・腐食や亀裂が認められる 

 

 なお、E 判定の損傷が確認された場合は、監督職員に現状の報告を行い、掘削による確認

調査等の実施が必要かどうかを打ち合わせすること。 

 

 参考測定機器 

鋼製埋設支柱路面境界部腐食調査装置 NETIS（新技術）登録 No. KT-130057-V 

鋼管ﾎﾟｰﾙ埋設部腐食判定・診断ｼｽﾃﾑ  

 

 また、新たな調査方法などが確立された場合は、監督職員との協議の上実施を行う。 
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